
                               障 サ 第 ４ 号 

                               平成27年４月３日 

 

指定障害福祉サービス事業者等代表者 様 

                                        

 

神奈川県保健福祉局福祉部障害サービス課長 

           （公 印 省 略） 

  

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉 

法に基づく業務管理体制の整備に係る届出様式の変更について（通知） 

 

日頃から、本県の障害福祉事業の推進に御理解、御協力いただき感謝申し上げます。 

 さて、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（以下「障害者総

合支援法」という。）及び児童福祉法の指定・認可を受けている事業所を運営する事業者

は、事業運営の適正化を図るための体制整備（以下「業務管理体制の整備」という。）を

し、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関（国、県、市町

村）に届出することが義務付けられているところです。 

 神奈川県では、平成27年４月から、届出様式を事業者の種別毎とする変更を行いました。 

届け出る際は、事業者の種別に留意してください。 

なお、届出様式は、神奈川県のホームページに掲載しておりますので、ダウンロード

してご使用ください。 

 

○神奈川県ホームページ＞産業・働く＞業種別情報＞介護・福祉サービス業＞業務管理

体制の整備に関する届出 

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f470197/ 

 

 

 

 

 問い合わせ先 

監査グループ 塚本 

電  話 045-210-1111 内線4737 

ﾌｧｸｼﾐﾘ  045-201-2051 

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f470197/

